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① 理事会決議事項の報告

イ．令和元年度事業計画及び収支予算
〔令和元年度事業計画〕

令和元年度も定款第４条（事業）に従い、引き続き高圧ガスの自主的な活動を促進し、公共
の安全と災害防止を図るため、会員事業所の自主保安意識の高揚、保安対策の徹底、消費先の
安全対策の推進などを目的として、主として以下の事業を推進してまいります。

１．実施事業：継続事業（情報提供、専門部会、実験委員会、大阪府高圧ガス地域防災協議会
　　　　　並びに近畿高圧ガス地域防災協議会連合会からの受託事業）

（１）　高圧ガスの保安に関する諸施策の周知、情報の提供
　中部近畿産業保安監督部近畿支部、大阪府、府内消防局、高圧ガス保安協会等よ
り高圧ガスの保安に関する通知を受信した場合、直ちにその情報を配布し、周知徹
底を図っていきます。

（２）　技術相談窓口業務の実施
　　　　　　高圧ガス関係事業所及び高圧ガス消費者等からの質問に適切に対応いたします。

①高圧ガス保安法令関係の相談
②高圧ガス法令に関する許認可手続きの相談

・高圧ガス製造許可申請等の手続きに関する相談　　
・高圧ガスの消費及び移動に関する相談
・大臣認定試験者に関する相談

③高圧ガス製造保安責任者等試験に関する相談
④放置容器など所有者不明容器に関する相談及び容器管理委員会への連絡
⑤その他高圧ガス技術関係の相談

（３）　高圧ガス保安管理技術に関する調査、研究（専門部会・実験委員会）
　定款施行細則で定められた技術専門部会を主体にして、３０年間にわたり、２１
テーマの各種の実験、調査、研究を行ってきました。　
　令和元年度は、新たなテーマを検討し実験を実施します。また、これまでの実験
委員会の成果は、その都度「高圧ガス安全ニュース」誌上にて公表してまいりまし
たが、会員外よりも頒布の要請が多く届いております。
　また、別途「技術情報」として一括して取り纏め公開しております。

（４）　大阪府高圧ガス地域防災協議会からの受託業務
　大阪府高圧ガス地域防災協議会は大阪府内の高圧ガスの製造、販売、貯蔵、消費、
移動等に係る災害の発生、拡大の防止を目的とする協議会であり、当協会はその業
務遂行と事務処理を受託しています。
①域内において発生した高圧ガス事故の応援活動に関して、高圧ガス指定防災事業

所への応援出動報告書の処理
②高圧ガス防災訓練、防災研修会の企画、実施
③会員名簿の発行、高圧ガス指定防災事業所名簿・応援要員名簿の管理
④会費徴収を含む運営に関する事項

報告並びに連絡事項
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（５）　近畿高圧ガス地域防災協議会連合会からの受託業務
　近畿高圧ガス地域防災協議会連合会は、近畿経済産業局管内の各府県高圧ガス地
域防災協議会の連合体として、各地域防災協議会間の連絡、調整、情報交換、高圧
ガス指定防災事業所一覧表の作成管理及び事故発生時の相互援助協定の締結等の業
務を行う団体であり、当協会は、その業務を受託しています。

２．その他事業１：講習・図書出版事業（高圧ガスに関する保安教育実施を目的とする講習・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図書出版事業）

（１）　講習会、研修会、工場見学研修会等の開催
　高圧ガス事業に従事する皆様の安全、事故の未然防止、事故拡大防止に必要な知
識向上のための講習会、研修会、工場見学研修会を関係官庁の指導と後援を受けて
実施いたします。

 （２）　参考図書等の発行、配布、斡旋
　高圧ガス事業の保安を推進する上で必要な各種手引書、必携書、ガイドライン等
の図書を関係官庁の監修を受けて発行いたします。
　当協会の実験委員会が作成した実験ＤＶＤを体感教材用として販売すると共に、
各種保安教育用ＤＶＤの貸出、斡旋を行っています。

３．その他事業２：試験部会事業
　高圧ガス保安協会より高圧ガス製造保安責任者等試験業務の受託機関として、当協会の
試験部会が窓口となり、 一般社団法人大阪府ＬＰガス協会、大阪府冷凍設備保安協会とと
もに運営します。
　令和元年度も、次の通り試験事務を受託します。

①試験実施日　（筆記試験）令和元年１１月 １０日（日）
　　　　　　　（技能試験）令和元年１２月 　１日（日）
②試 験 場 所　（筆記試験）桃山学院大学（和泉市まなび野１－１）
　　　　　　　（技能試験）大阪府立南大阪高等職業技術専門校（和泉市テクノス
　　　　　　　　　　　　  テージ）
③試験の種類　乙種化学　　丙種化学（液石）　　丙種化学（特別）
　　　　　　　乙種機械　　第二種冷凍機械　　  第三種冷凍機械
　　　　　　　第一種販売　第二種販売　　　　  液化石油ガス設備士
④受 験 者 数　（筆記試験）約２，１００名（予定）
　　　　　 　 （技能試験）約７０名（液化石油ガス設備士に限る）（予定）
　なお、昨年度の電子出願比率は、８８．９％となっています。

４．法人会計：法人業務（総会、理事会、幹事会、大阪府及び関係団体との連携及び管理業務）
会員名簿の発行及び定時総会の他、次の通り諸会合の開催を予定しています。

①理　　事　　会    ４回
②幹　　事　　会    ５回
③会報編集委員会    ２回
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 参考：協会の出版物の例

①高圧ガス製造許可申請等の手引	 修正年月 平成２４年８月
高圧ガス保安法で、危険性が大きいとして規制している高圧ガスの製造施設、貯蔵所、特定高
圧ガス消費施設等に関する許認可申請の正しい方法を知ってもらうと共に、高圧ガス関係事業
所の自主保安の推進に寄与できるように編集してあります。

②高圧ガス製造施設完成検査の手引 修正年月 平成２８年５月
高圧ガス設備は、工事完了後に原則として完成検査を受検するが、この完成検査を適正、かつ
円滑に実施するため、その概要、申請手続き、検査方法・基準等についてまとめたもので、完
成検査業務の指針となります。

③高圧ガス製造施設保安検査の手引 改訂年月 平成２４年 ８月
第一種製造者は、原則として年１回保安検査を受検することとなっているが、この保安検査に
ついて理解を深め、円滑に実施するために、その概要、申請手続き、事業所の受検体制等につ
いて収録すると共に、検査報告書各様式と記載内容をまとめたものです。

④高圧ガス安全アラカルト 改訂年月 平成２０年 １月
最近の事故原因は、高圧ガス設備の材料劣化や設計ミスというハード面よりは、日常点検の不備・
誤操作など保安管理や運転管理面でのヒューマンエラーが多く見られる。本書は、保安教育や
防災訓練等のマンネリ化を防ぐため、創意工夫された保安教育実施例や点検方法等を紹介した
ものです。

⑤高圧ガス必携 修正年月 平成２５年９月
高圧ガスは、工業用・家庭用燃料としての利用にとどまらず、半導体や超電導分野、更には医
療用など広範囲に利用されているが、その取扱いを一歩誤ると、周辺住民をも巻き込む惨事に
つながる恐れがあります。本書は、高圧ガスの取扱いに初めて従事する者に、必要な知識を習
得してもらうため、高圧ガス保安法の概要、法規各論、各種高圧ガスの知識等、基礎的な事項
をまとめたものです。

⑥高圧ガス自主保安ガイドライン 修正年月 平成２６年３月
平成２４年８月に改訂した本書は、大阪府生活企画部危機管理室保安対策課監修の ｢高圧ガス
自主保安活動」を収録して、自主保安活動の意義をわかり易く解説し、その普及と保安意識の
浸透に寄与すると共に、高圧ガス取扱いのガス別、様態別に保安管理規程、設備の運転や非常
時のマニュアル等の具体例を盛り込んでいます。
本書を活用することで、高圧ガス関係事業所やその従業者の自主保安活動を強力に支援し、高
圧ガス災害の未然防止を目指したいと考えます。

⑦高圧ガス安全ニュース 発　行 年２回
大阪府をはじめ、保安３法事務連携機構おおさか等の関係機関から通知される高圧ガスに関す
る諸施策、高圧ガス保安法令関係の改正、事故報告、技術資料等の情報を逐次掲載する協会誌
です。

⑧その他
高圧ガス保安協会が発行している高圧ガス保安法規集、高圧ガス保安責任者試験問題集等、購
入の斡旋並びに高圧ガス保安活動促進週間のポスターの配布、斡旋を行います。

なお、①～③の手引き書については大安協 ＨＰにも掲載
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 協会の体感保安教材：ＤＶＤ

①液化炭酸ガスの相変化観察（高圧ガス容器内を覗く）
高圧ガス容器に覗き窓を溶接加工し、内面研磨、照明して内部を観察しました。
変化、三重点における相変化の様子を撮影した画期的映像です。
②配管内の流体の状態と内圧破裂様態
φ２５ｍｍ×ｔ０．３ｍｍ×Ｌ５０ｍｍの管で作動流体を圧縮流体、非圧縮流体、液化ガスによ
る液封の３種類として、破裂までの圧力上昇。チャンバー内での破裂を観察、映像化し、破裂
様態を比較しました。
③バルブはゆっくり開閉する
平成８～１３年の間の一連の実験を集約。内径１０ｍｍ程度の小径管へ急速にガスを流して実験しま
した。酸素を流した時の管内の樹脂の燃焼、アルゴンガス配管終端での最高温度を計測しました。
④金属フレキシブルホースの内圧破壊実験	　　（付）小容器の充填と放出
ＬＰガス設備で８～１３年間使用したホースの提供を受け、比較のための新品を含め、内面の
ビデオスコープで検査を行い、気密・耐圧圧力を超え破壊するまで水圧を加えて内圧破裂実験
をしました。
⑤酸素雰囲気における燃焼～特殊材料の燃焼～
燃焼雰囲気が大気、酸素３０、５０、７０、１００％の時の紙、綿、樹脂、スチールウールの
燃焼開始温度と燃焼状況を映像で紹介。また資料編として垂直リボンの燃焼、金属粉等の燃焼
の映像を紹介します。
⑥高圧ガス容器の設置場所と温度上昇
液化炭酸ガス、フルオロカーボン容器を日光直射、シート掛け、よしず掛けで容器温度の上昇
を実験しました。設置場所の温度の実態やよしず掛けの有効なことなどを確認しました。
⑦「液封は危険だ」　～液化窒素の液封による圧力上昇～
液化窒素を厚肉管内で液封にして温度と圧力の関係を求めました。また、更に各種小径配管に
おける圧力上昇速度を把握し、圧力計の針の動きで上昇速度を体感できるようにしました。
⑧空気への「ガスの流れと拡散」	
大気中に流出したガスはどのような挙動をするのでしょうか。空気の容器と相対密度が異なる
４種類のガスを封入した容器を対向させて、ガスと空気の相互の流れを観察するとともに、酸
素センサーによって計測した酸素濃度の変化を観察しました。流れのある場合は混合拡散が強
く、容器内の濃度は極めて早く均一になる。また流れのない滞留で、相互にかなりの拡散が見
られました。
⑨復刻版「各種高圧ガス容器の破壊実験」	
平成４年の実験委員会にて行った「各種高圧ガス容器の破壊実験」の映像はビデオテープのみ
で作成され、実験関係者だけに限定で配布されていましたが、貴重な映像の為、ＤＶＤ化や販
売の要望が多く協会に寄せられましたのでこの度復刻版を発行致しました。「各種高圧ガス容器
の破壊実験」は継目無容器、ＬＰＧ容器、ＬＧＣ容器について、どのくらいの圧力でどのよう
な状態で破壊に至るのかを実験し、映像とデータにて報告されています。

⑩「空気中へのガスの流入と濃度変化」〈火災・爆発・酸欠・中毒の防止〉

空気中に漏れたガスがどのような挙動をするのかわからない。
その疑問を解決するため、空気で満たされた閉所へ空気と比重の異なるガスを流入すると、そ
れぞれどのように流れ、混合・拡散あるいは滞留していくかを、ガスの流れを可視化すると共
に酸素の濃度変化を計測することによりガスがどのように挙動するかを確認し、保安教育・現
場作業に役立てることを目標に実験をしました。



令和元年度　講習会等開催計画一覧表
一般社団法人 大阪府高圧ガス安全協会

Ｎｏ． 開 催 年 月 日 講 習 会 等 の 名 称 講 習 内 容 受 講 対 象 者 講 習 場 所

１  6 月 11 日（火）
爆発・火災防止の為の
化学物質のリスク
アセスメント講習会

事業場における化学物質（667 物質）について危険
性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）が義
務付けられており、業種、事業場規模にかかわらず、
対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての
事業場が対象となります。またリスクアセスメント
結果に基づき労働安全衛生法令の措置を講じる義務
があるほか、労働者の危険又は健康障害を防止する
ために必要な措置を講じることが努力義務となって
います。本講習会では、リスクアセスメント義務化
の背景からＳＤＳ（セイフティデータシート）の読
み方高圧ガスや溶剤の爆発火災防止のリスクアセス
メント手法とリスクレベルの判定について講習しま
す。

①高圧ガス関係事業所の従業者
②高圧ガス販売店の販売主任者

及び従業者
③大学、工業高校の教員及び学

生、研究所等の担当者
④消防署職員

Ｅ Ｎ Ｄ Ｏ
堺筋会議室

２ 6 月 28 日（金） 高圧ガスの
基礎講習会

高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動（輸送）、消費等
の関係事業所における従業者の保安教育及び高圧ガ
ス保安法や高圧ガスに関する基礎知識習得のため、
当協会編集・発行、大阪府保安対策課監修による「高
圧ガス必携」をテキストとした講習で、初めて高圧
ガス関係業務に携わる方には最適な講習。尚、この
テキストは日常業務の参考書としても活用できる。

①高圧ガス関係事業所の従業者
（特に新入社員）

②高圧ガス販売店の販売主任者
及び従業者

③大学、工業高校の教員及び学
生、研究所等の担当者

④消防署職員

Ｅ Ｎ Ｄ Ｏ
堺筋会議室

３ 7 月 5 日（金）	
高圧ガス製造施設保
安検査の手引説明会
後援：大阪府

高圧ガス製造事業者は毎年１回、その施設について、
所轄官庁又は指定保安検査機関の保安検査を受ける
ことになっています。高圧ガス保安協会等の民間規
格が保安検査方法として告示に規定されたこと受
け、最近の保安検査の方法についての改正概要を含
め、保安検査への理解を深め、円滑に実施するため、
申請手続、事業者の受検体制等について、大阪府消
防保安課が監修、当協会が編集・発行した「高圧ガ
ス製造施設保安検査の手引」及び追加資料をテキス
トとした説明、講習。

①高圧ガス製造事業所の担当者
②施設の工事、検査事業所の担

当者
③指定検査機関の担当者
④上記①～③の管理者

Ｅ Ｎ Ｄ Ｏ
堺筋会議室

−
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−



Ｎｏ． 開 催 年 月 日 講 習 会 等 の 名 称 講 習 内 容 受 講 対 象 者 講 習 場 所

４
 7 月 1 日（月）

～
７月 3 日（水）

非破壊試験技術者資格
試験受験者教育訓練

（ＰＤ 2）
（筆記（一次）試験対策）

高圧ガス設備や機器に関係の深い非破壊試験の技術
者資格試験制度が JIS に制定され、新たに資格試験
を受験する場合に、受験資格として一定の教育訓練
を受けることが必要となっています。当協会が行う
この教育訓練は、JIS で必要とされる訓練時間の全
てを満足する設定となっており、この教育訓練を受
ければ PD2、UM1 についての資格試験（筆記）の
受験申請が出来るようになります。又、更新受験の
方も、試験問題等の傾向が把握でき、合格するのに
大いに役立ちます。尚、定員は PD2、UM1 共、20
名を予定しています。

①非破壊試験（PD2、UM1）技
術者の資格試験を受験する者

②非破壊試験（PD2、UM1）技
術者資格の更新受験者。

③施設の工事、検査事業所の担
当者

㈱ダンテック
４階会議室

５
7 月 17 日（水）

～

７月 19 日（金）

非破壊試験技術者資格
試験受験者教育訓練

（ＵＭ１）
（筆記（一次）試験対策）

６ ７月 25 日（木）
高圧ガス製造許可申請・
施設完成検査等の手引
説明会
後援：大阪府

高圧ガスの製造施設、貯蔵所等に関する許認可等を
受けるための申請及び施設工事に入り、完了後の完
成検査を適正かつ円滑に実施するため、その手続き、
検査基準・方法等について、当協会が編集・発行し
た「高圧ガス製造許可申請等の手引」と「高圧ガス
製造施設完成検査の手引」をテキストとして説明し
ます。

①新規に製造、貯蔵許可申請や
届け等を行う事業所の担当者

②設備の増設、変更等を行う事
業所の担当者

③施設の工事、検査事業所の担
当者

④指定保安検査機関の担当者
⑤上記①～④の管理者

Ｅ Ｎ Ｄ Ｏ
堺筋会議室

７ 8 月 1 日（木） 高圧ガス取扱い
保安講習会

高圧ガスの消費について、知識不足や誤操作等によ
る消費事業所での事故が増加していることから、そ
の発生未然防止、被害拡大防止を目的として、消費
に関する法規制の概要や超低温ガス、ＬＰガス、酸
素及びアセチレンの性質等を知り、安全な取扱いを
習得するための講習。

①高圧ガス消費事業所の従業者
②アセチレン、ＬＰガス、酸素

等を消費する一般消費者
③大学、工業高校の教員及び学

生、研究所等の担当者

Ｅ Ｎ Ｄ Ｏ
堺筋会議室

８ 9 月 12 日（木）

高圧ガス輸送
保安講習会

【共催】
大阪高圧ガス熔材協同組合
近畿高圧ガス地域防災協議会
連合会

高圧ガス輸送時の事故は発生場所が不特定である
上、爆発・火災といった社会的被害を生じ易いこと、
更には交通事故という外的要因によって発生するこ
とが多く予見性に乏しいこと、又、近年輸送中の事
故が増加していること等から、高圧ガス輸送上の法
令や保安知識を身につけて事故防止を図るために、
関係する法改正等を含めた講習。

①高圧ガス輸送業者の管理者
②高圧ガス輸送車輌の乗務員
③荷主担当者
④販売事業者の管理者

Ｅ Ｎ Ｄ Ｏ
堺筋会議室

−
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Ｎｏ． 開 催 年 月 日 講 習 会 等 の 名 称 講 習 内 容 受 講 対 象 者 講 習 場 所

９ 10 月 3 日（木） 高圧ガス法令講習会

高圧ガス製造保安責任者等試験の受験準備のため、
過去 3 年間の法令問題、解答（配布テキスト）につ
いて、例題の具体的な解説を行うと共に、高圧ガス
取扱いの基本となる高圧ガス保安法令の概要につい
ての説明も行うので、高圧ガス関係事業所従業者の
保安意識の高揚に役立つものです。

①高圧ガス製造保安責任者等試
験の受験者

②高圧ガス関係事業所の管理
者、担当者

Ｅ Ｎ Ｄ Ｏ
堺筋会議室

１０ 11 月 1 日（金）
（予定日）

非破壊試験技術者資格
試験受験者教育訓練

（PD2）
（実技（二次）試験対策）

非破壊試験技術者の資格試験（PD2、ＵＭ１）の筆
記（一次）試験の合格者を対象とした実技（二次）
試験の対策講習。試験に使用される測定機器やテス
トピース、審査内容等を踏まえた指導、アドバイス
を行うことにより二次試験突破に役立つ。尚、他団
体の講習を受け、筆記（一次）試験に合格された方
も受講できます。

① 非 破 壊 試 験（PD2、 Ｕ Ｍ 1）
技術者の資格試験（実技・二
次試験）を受験する者

㈱ダンテック
４階会議室

１１ 11月15日（金）
（予定日）

非破壊試験技術者資格
試験受験者教育訓練

（ＵＭ１）
（実技（二次）試験対策）

１２ 11 月 20 日（水）
特定高圧ガス
保安講習会

【協賛】
大阪府冷凍設備保安協会

特殊材料ガスの内、シラン等７種類の特殊高圧ガス
は、特定高圧ガスとして製造、販売、貯蔵、移動、
消費について規制が強化されている。又、これらの
ガスは毒性も非常に強く、アンモニアガスを含めて
これらガスの事故発生による地域住民への影響は多
大なものであることから、事故例も含め、安全で正
しい取扱いについて説明、講習する。

①毒性ガス（NH3）、特殊材料ガ
ス関係事業所の管理者及び担当
者

②特殊材料ガスを扱う大学、研究
所等の教員、学生及び担当者

③消防署職員

Ｅ Ｎ Ｄ Ｏ
堺筋会議室

１３ ２０２０年
１月 16 日（木）

高圧ガス
安全アラカルト講習会

【協賛】
大阪府冷凍設備保安協会

最近の事故原因は、設備の設計ミスや材料劣化等の
ハード面はもとより、日常点検の不備・誤操作等保
安管理、運転管理面でのヒューマンエラーが多く見
られる。これを防止するため、保安教育や防災訓練
等のマンネリ化を防ぎ創意工夫された保安教育が出
来るよう、その実践例や点検方法について、大阪府
保安対策課が監修し、当協会が発行した「高圧ガス
安全アラカルト」をテキストとして講習する。

①高圧ガス関係事業所の管理者及
び保安教育、危機管理、保安管
理等の担当者

②大学、研究所等の教員、学生及
び担当者

Ｅ Ｎ Ｄ Ｏ
堺筋会議室

−
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Ｎｏ． 開 催 年 月 日 講 習 会 等 の 名 称 講 習 内 容 受 講 対 象 者 講 習 場 所

１４ 2020 年
２月 4 日（火）

防災研修会
【主催】
大阪府高圧ガス地域防災協議会

【後援】
大阪府

【協賛】
（一社）大阪府高圧ガス安全協会
大阪府冷凍設備保安協会

最近の高圧ガス事故発生状況と事故事例を元に、そ
の傾向及び原因と対策について研修する。

①高圧ガス関係事業所の管理者
及び保安教育、危機管理、保
安管理等の担当者

②大学、研究所等の教員、学生
及び担当者

③消防署職員

Ｅ Ｎ Ｄ Ｏ
堺筋会議室

１５ ２月 18 日（火）
健康障害防止の為の
化学物質のリスク
アセスメント講習会

事業場における化学物質（667 物質）について危険
性又は有害性等の調査（リスクアセスメント）が義
務付けられており、業種、事業場規模にかかわらず、
対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての
事業場が対象となります。またリスクアセスメント
結果に基づき労働安全衛生法令の措置を講じる義務
があるほか、労働者の危険又は健康障害を防止する
ために必要な措置を講じることが努力義務となって
います。本講習会では、リスクアセスメント義務化
の背景からＳＤＳ（セイフティデータシート）の読
み方高圧ガスや溶剤の健康障害防止のリスクアセス
メント手法とリスクレベルの判定について講習しま
す。

①高圧ガス関係事業所の従業者
②高圧ガス販売店の販売主任者

及び従業者
③大学、工業高校の教員及び学

生、研究所等の担当者
④消防署職員

Ｅ Ｎ Ｄ Ｏ
堺筋会議室

１６ 2 月 26 日（水） 安全体感教育

危険に対する安全感度の低下、安全教育のマンネリ
化を払拭するために、体験により身体と目で覚える
教育。「高所危険体感」「回転体危険体感」「玉掛け
作業危険体感」「電気危険体感」「その他」等　危険
体感を通じて安全意識の向上を図ります。
とくに、現場第一線で活躍する社員の安全意識の向
上を図ります。

①現場第一線で活躍する担当者
②高圧ガス関係事業所の管理者

及び保安教育、危機管理、保
安管理等の担当者

③消防署職員

新日鉄住金㈱
和歌山
製鐵所内

−
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合計実施予定回数：１８回
（含：大阪府高圧ガス地域防災協議会主催講習会）

Ｎｏ． 開 催 年 月 日 講 習 会 等 の 名 称 講 習 内 容 受 講 対 象 者 講 習 場 所

１７ 2020 年
3 月 5 日（木）

大臣認定試験者
研修会

【協賛】
西日本地区大臣認定試験者協議会

高圧ガス保安法では、高圧ガス設備、機器、容器及
び附属品の製造や取扱いを規制しており、これらの
品質保証があってはじめて高圧ガスの製造、貯蔵、
消費や移動には保安の確保が求められています。こ
れら設備、機器（弁類、管類等）、容器の製造業者（大
臣認定試験者）について品質マネージメント及び保
安技術の向上を図るため、西日本地区大臣認定試験
者協議会の協賛を得て研修会を開催する。

①機器、弁類、管類等の製造業者
（大臣認定試験者）の担当者

②大臣認定試験者資格の取得を
予定している事業所の担当者

③認定品使用事業所の担当者

Ｅ Ｎ Ｄ Ｏ
堺筋会議室

１８ 3 月 12 日（木）
（予定） 工場見学研修会 会員事業所担当者の見聞を広め、保安技術向上の参

考に資するための見学研修会。 ①会員事業所の管理者、担当者

見学先は会
員の協力を
得て決定し、
案内する

（注）講師、関係官庁・団体、協力会社、会場等の都合により、実施日や内容が変更となる場合があります。
問合せ・申込先　　一般社団法人 大阪府高圧ガス安全協会　ＴＥＬ０６－６２２９－１２３６　ＦＡＸ０６－６２２９－３７４１　　

−
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収 支 予 算 書 （ 損 益 ）
２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで

科 　 目 当 年 度 前 年 度 増 　 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

（１）　経常収益

①受取入会金 10,000 20,000 △ 10,000
②受取会費

正 会 員 会 費 16,090,000 16,250,000 △ 160,000
総 　 会 　 会 　 費 1,100,000 1,100,000 0

③事業収益

講 習 事 業 収 益 5,600,000 5,450,000 150,000
図書出版事業収益 1,350,000 1,640,000 △ 290,000
団体事務受託収益 2,877,600 2,851,200 26,400

④試験部会収入 8,356,000 9,350,000 △ 994,000
⑤雑収益

受 　 取 　 利 　 息 200 200 0
雑 　 　 収 　 　 益 306,300 300,000 6,300

経 常 収 益 計 35,690,100 36,961,400 △ 1,271,300
（２）　経常費用

事業費 24,113,000 27,862,000 △ 3,749,000
役員 ･職員給料手当 7,324,800 10,648,000 △ 3,323,200

臨 時 雇 賃 金 220,000 200,000 20,000
退 職 給 付 費 用 256,000 256,000 0
福 利 厚 生 費 688,000 928,000 △ 240,000
通 勤 交 通 費 227,200 544,000 △ 316,800
旅 費 交 通 費 885,000 900,000 △ 15,000
委 　 託 　 費 2,264,000 2,491,000 △ 227,000
通 信 運 搬 費 398,000 440,000 △ 42,000
会 　 議 　 費 1,352,000 1,340,000 12,000
消 　 耗 　 品 　 費 437,000 500,000 △ 63,000
印 刷 製 本 費 2,847,000 2,524,000 323,000
光 熱 水 料 費 776,000 768,000 8,000
賃 　 借 　 料 4,100,000 4,307,000 △ 207,000
図 書 仕 入 費 259,000 270,000 △ 11,000
諸 　 謝 　 金 1,093,000 966,000 127,000
雑 　 　 　 費 986,000 780,000 206,000

管理費 8,265,000 9,009,000 △ 744,000
役員 ･ 職員給料手当 1,831,200 2,662,000 △ 830,800

臨 時 雇 用 賃 金 0 0 0
退 職 給 付 費 用 64,000 64,000 0
福 利 厚 生 費 172,000 232,000 △ 60,000
通 勤 交 通 費 56,800 136,000 △ 79,200
旅 費 交 通 費 180,000 170,000 10,000
通 信 運 搬 費 350,000 360,000 △ 10,000
会 　 議 　 費 160,000 200,000 △ 40,000
消 耗 什 器 備 品 費 200,000 100,000 100,000
消 　 耗 　 品 　 費 510,000 600,000 △ 90,000
印 刷 製 本 費 140,000 0 140,000
賃 　 借 　 料 533,000 528,000 5,000
光 熱 水 料 費 194,000 192,000 2,000
諸 　 謝 　 金 762,000 720,000 42,000
租 　 税 　 公 　 課 816,000 800,000 16,000
負 　 担 　 金 46,000 45,000 1,000
総 　 会 　 費 1,800,000 1,700,000 100,000
表 彰 関 係 費 300,000 300,000 0
雑 　 　 　 　 費 150,000 200,000 △ 50,000

経 常 費 用 計 32,378,000 36,871,000 △ 4,493,000
当期経常増減額 3,312,100 90,400 3,221,700
当期一般正味財産増減額 3,312,100 90,400 3,221,700
一般正味財産期首残高 15,855,027 15,764,627 90,400
一般正味財産期末残高 19,167,127 15,855,027 3,312,100

Ⅱ　正味財産期末残高 19,167,127 15,855,027 3,312,100

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
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令 和 元 年 度  予 算 内 訳 表
科 　 目

継続事業 講習・図書出版事業 試験部会事業 法人事業
合　　計

予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

収入の部
入会金収入 10,000 10,000

会費収入

正会員会費 16,090,000 16,090,000

Ａ会員　 5,760,000 5,760,000

Ｂ会員　 5,530,000 5,530,000

Ｃ会員　 4,740,000 4,740,000

Ｄ会員　 60,000 60,000

総会　会費 1,100,000 1,100,000

事業収入

講習事業収入 5,600,000 5,600,000

図書出版事業収入 1,350,000 1,350,000

団体事務受託事業 2,877,600 2,877,600

試験部会受託事業 8,356,000 8,356,000

雑収入 0 306,500 306,500
受取利息収入 0 200 200

雑収入 306,300 306,300

収入合計 2,877,600 6,950,000 8,356,000 17,506,500 35,690,100

支出の部
事業部門

給付手当支出

役員・職員給料手当 3,662,400 1,831,200 1,831,200 1,831,200 9,156,000

臨時雇用賃金手当 0 0 220,000 0 220,000

退職給付費用 128,000 64,000 64,000 64,000 320,000

福利厚生費 344,000 172,000 172,000 172,000 860,000

通勤交通費 113,600 56,800 56,800 56,800 284,000

旅費交通費 0 330,000 555,000 180,000 1,065,000
試　筆記試験 513,000

試　設備士試験 42,000

委託費 2,264,000 2,264,000
　　事務委託費 356,000

試　筆記試験 1,630,000

試　設備士試験 278,000

通信運搬費 60,000 338,000 350,000 748,000

会議費支出 80,000 1,272,000 160,000 1,512,000

消耗品費支出 100,000 337,000 510,000 947,000
試　筆記試験（事務諸費） 127,000

試　設備士試験 70,000

材料費（設備） 140,000

印刷製本費支出 2,498,000 349,000 140,000 2,987,000

光熱水料費支出 388,000 194,000 194,000 194,000 970,000

賃借料支出 1,066,000 1,076,000 1,958,000 533,000 4,633,000
事務所家賃等 1,066,000 533,000 533,000 533,000 2,665,000

講　借室料 543,000 543,000

試　筆記試験 1,330,000 1,330,000

試　設備士試験 95,000 95,000

図書仕入費支出 259,000 259,000

諸謝金支出 1,093,000 762,000 1,855,000

雑費 0 986,000 150,000 1,136,000
試　事務諸費 0

試　筆記試験 953,000

試　設備士試験 33,000

管理部門
消耗什器備品費 200,000 200,000

租税公課支出 816,000 816,000

負担金支出 46,000 46,000

総会費 1,800,000 1,800,000

表彰関係費 300,000 300,000

支出合計 5,802,000 7,714,000 10,597,000 8,265,000 32,378,000

収支差額 △ 2,924,400 △ 764,000 △ 2,241,000 9,241,500 3,312,100


